
 

○ 地方公務員法（抄） 

(勤務条件に関する措置の要求) 

第 46条 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委

員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求

することができる。  

 

(審査及び審査の結果執るべき措置)  

第 47条 前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案

について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基い

て、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項について

は、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなけ

ればならない。  

 

(要求及び審査、判定の手続等)  

第 48条 前２条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執

るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなけ

ればならない。  

 

(罰則) 

第 61条 次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役又は 100万円以下の

罰金に処する。 

(1)～(4) 略 

(5) 第 46条の規定による勤務条件に関する措置の要求の申出を故意に妨げた者 

 

第 62 条 第 60 条第２号又は前条第１号から第３号まで若しくは第５号に掲げる行

為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、

それぞれ各本条の刑に処する。 

 


